隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入事業
プロポーザル実施要領　
１. 目的
　当公営企業が現在使用している遠隔監視システムは、クライアントサーバー方式による遠隔監視システムである。水道施設の監視業務の正確性、迅速性、効率性等を向上させるため、新たにクラウド方式の遠隔監視システムを導入するにあたり、遠隔監視システムの構築及び納入に係る交渉を行うための最優秀提案者を特定するために実施する。

２. プロポーザルの概要
(1) 事業名
[bookmark: _Hlk173401347]　　　隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入事業
(2) 事業内容
別紙「隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入事業プロポーザル仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり。
(3) 稼働開始期限
　令和９年３月３１日までに稼働予定(令和８年３月３１日一部稼働予定)
　
３. 事務局
隠岐の島町上下水道課上水道施設係 (担当:永海)
〒６８５-８５８５
島根県隠岐郡隠岐の島町下西７８番地２
電話番号　代表０８５１２-２-２１１１
直通０８５１２-２-０１９２
E-mail　　　suidou@town.okinoshima.shimane.jp

４. 参加資格要件等
隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入事業プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)に参加できる者は、次の要件をすべて満たす者とする。ただし、協力会社がある場合は、以下の(１)の要件を協力会社もすべて満たすこと。
(1) 基本要件
1 地方自治法施行令(昭和２２年政令１６号)第１６７条の４第１項(第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
2 破産法(平成１６年法律第７５号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 隠岐の島町暴力団等排除措置要綱(平成２４年３月２２日制定)第３条別表各号に掲げる措置要件に該当しないこと。
4 プロポーザルに参加しようとする他の者と資本関係(親会社・子会社の関係等)又は人的関係(取締役等の兼務)がないこと。

(2) 参加表明者に対する要件
1 令和６年３月３１日までのところで、上水道事業者(給水人口が５,０００人以上のものに限る。以下同じ。)が管理する上水道施設において、遠隔監視システムを納入し、稼働している実績を有すること。
2 提案するクラウドシステムのデータセンターおよびクラウド運用会社は、ISO２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）の許可認定を証明できること。

５. 失格要件
　次のいずれかに該当する場合には失格となることがある。
(1) 提出資料等が本実施要領の記載方法及び提出方法に合致しない場合
(2) 虚偽の内容が記載されている場合
(3) 本実施要領１０.(１)で定める審査委員会の委員に対し、直接又は間接的に連絡を求めた場合
(4) 選考の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合
(5) その他本実施要領に違反すると認められる場合







６. 実施スケジュール
　現段階において想定するスケジュールは次のとおりであり、日程については変更、またはその他の理由により、プレゼンテーション及びヒアリングを中止する場合がある。
	
	事　　　項
	日　　程　　等

	第１次審査
	募集の公告
	令和６年９月１９日(木)

	
	参加表明書提出期間
	[bookmark: OLE_LINK8]令和６年９月１９日(木)～令和６年１０月１０日(木)１７時

	
	質問書の提出期限
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]参加表明書：令和６年１０月１日(火)１７時

	
	質問書に対する回答期限
	[bookmark: OLE_LINK6]参加表明書:令和６年１０月３日(木)

	
	第１次審査結果通知
	令和６年１０月１７日(木)

	第２次審査
	技術提案書の提出期間
	[bookmark: OLE_LINK9]令和６年１０月１８日(金)～令和６年１１月１２日(火)１７時

	
	質問書の提出期限
	[bookmark: OLE_LINK4]提　案　書:令和６年１１月５日(火)１７時

	
	質問書に対する回答期限
	[bookmark: OLE_LINK7]提　案　書:令和６年１１月７日(木)

	
	プレゼンテーション及びヒアリング
	令和６年１１月２１日(木)

	
	第２次審査結果通知
	令和６年１１月２５日(月)


表１. スケジュール

７. 関係資料の交付
プロポーザル募集に関する実施要領等の下記資料は隠岐の島町公式ホームページからダウンロードできる。
また、希望者には事務局にて、電子データにて交付する。
(URL:http://www.town.okinoshima.shimane.jp)
(1) 公告文
(2) プロポーザル実施要領
(3) プロポーザル参加表明書等作成要領
(4) プロポーザル技術提案書等作成要領
(5) プロポーザル仕様書
(6) 様式１～４号

８. 関係資料の閲覧
　技術提案書等の作成に必要な資料として、下記の図書について閲覧を行うことができる。
(1) 資料名　　①隠岐の島町水道事業認可図書 １式
②隠岐の島町水道事業基本計画
(2) 閲覧場所　　事務局
(3) 閲覧期間　　令和６年９月１９日(木)から令和６年１１月６日(水)

９. 質問及び回答
　プロポーザル手続に関する質問は、提出書類の作成に関する事項に限り受け付けるものとし、審査及び評価に関する質問は、一切受け付けない。
(1) [bookmark: OLE_LINK1]提出期限　　【参加表明書に関する質問】令和６年１０月１日(火)午後５時(必着)
[bookmark: OLE_LINK5]　　　　　　　　【技術提案書に関する質問】令和６年１１月５日(火)午後５時(必着)
(2) 提出先　　事務局
(3) 提出書式　　質問書(様式第４号)
(4) 提出方法　　電子メールにより行うこととし、持参、口頭又はFAXによる質問は
受け付けない。なお、電子メールの表題は「隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入事業プロポーザル質問書」として送信すること。
(5) 回答期限　　【参加表明書に関する質問】令和６年１０月３日(木)
　　　　　　　　【技術提案書に関する質問】令和６年１１月７日(火)
(6) 回答方法　　電子メールにて回答する。

１０. 審査
(1) 審査委員会
　参加表明書等及び技術提案書の審査、評価及び最優秀提案者の特定は、「隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入事業プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）において行う。本プロポーザルに関して、参加表明者及び技術提案書提出者が１者のみの場合であっても、審査委員会において、内容の審査を行い選定の可否を決定する。

表２. 委員名簿
	役職
	団体名等

	委員長
	隠岐の島町　　総務課長

	委　員
	隠岐の島町　　施設管理課長

	委　員
	隠岐の島町　　農林水産課長

	委　員
	隠岐の島町　　上下水道課長

	委　員
	島根県企業局　　





(2) 第１次審査（書類審査）
　提出された参加表明書等について参加資格要件を満たしているか事務局において確認し、審査委員会が参加資格を満たすと認めた者に技術提案書の提出を求める。ただし、提案書提出者が５者を超える場合は、表.３の1次審査の項目で上位５者を選出する。
(3) 第２次審査（技術提案書審査・プレゼンテーション及びヒアリング）
　提出された技術提案書等並びにプレゼンテーション及びヒアリング(以下「プレゼン等」という。)の説明及び質疑応答の内容を総合的に判断し、最優秀提案者及び次順位者を特定する。
(4) 審査結果の通知
　すべての参加者に電子メールにより通知する。
(5) 審査項目と配点

	項目
	具体的内容
	配点

	１次審査
	事業実績
	・上水道施設(給水人口5,000人以上)において遠隔監視システムを納入し稼働している実績があるか。
・上記のうちクラウド方式の実績があるか。
	２０

	２次審査
	事業目的の理解度
	・少人数で水道施設の維持管理を行うことを理解し、提案されているか。
	５０

	
	システムの機能
	・上水道施設を監視するのに十分な機能を有しているか。
・本町以外の遠隔地から監視できるか。
	

	
	システムの信頼性
	・通信回線及びサーバーについてセキュリティー対策がとられているか。
	

	
	運用時の安全性及び安定性
	・システム異常が発生した場合の対応及び体制がとれるか。
・データセンターの災害対策はとられているか。
	

	
	拡張性
	・将来、監視対象施設の増加や機能の追加等に対応できるか。
	

	
	その他の技術提案
	・本件の仕様以外の技術提案がなされているか。
	

	
	イニシャルコスト
	
	３０

	
	ランニングコスト
	
	

	合計
	
	１００


表３．審査項目と配点


１１. 参加表明書等の提出
(1) 提出期限　　令和６年１０月１０日(木)
(2) 提出先　　事務局
(3) 提出方法　　持参又は郵送(配達証明付書留郵便に限る。)
(4) 提出書類　　別紙参加表明書等作成要領のとおり(各１部)
1 参加表明書（様式第１号）
2 会社概要書（様式第２号）
3 遠隔監視システム納入実績書(様式第３号)
4 商業登記簿謄本の写し(隠岐の島町が規定する入札参加資格者名簿に登録されていない者)
(5) 留意事項
1 協力会社がある場合
・書類の提出は代表会社が行うこと。
・協力体制を明確にした覚書(代表会社及び協力会社の記名押印した書面)を併せて作成し、提出すること。
・上記（４）の②,④は会社ごとに作成し、提出すること。
・上記（４）の③については、代表会社、協力会社の別は問わないが、各社１つ以上の実績を有すること。

１２. 技術提案書等の提出
　技術提案書提出者に選定された者は以下の技術提案書を提出すること。
(1) 提出期限　　令和６年１１月１２日(火)午後５時(必着)
(2) 提出場所　　事務局
(3) 提出方法　　持参又は郵送（配達証明付書留郵便に限る。）とし、併せて電子デー
タ１式をCD-R又はDVD-Rに保存し提出すること。
(4) 提出書類　　別紙技術提案書等作成要領のとおり
　　　　　　各６部(企業名有り１部、企業名無し５部)
1 技術提案書
仕様書を踏まえ、本事業に対する提案者の考え方、技術提案等を求めるものであり、提案趣旨については、簡潔明瞭に示すものとする。なお、仕様書は事業の概要及び、事業成果として求める最低限の内容を参考として示すものであり、提案者の技術提案の内容を制限するものではない。


2 参考見積書
任意様式とし、イニシャルコスト及びランニングコストについて内訳を記載すること。また、企業名有りの見積書は、押印のうえ、宛先を隠岐の島町企業管理者隠岐の島町長とすること。

１３. プレゼンテーション及びヒアリングの実施
　技術提案書提出後、参加者から技術提案書類に係るプレゼン等を実施する。なおプレゼン等に出席しない場合は、採点は行わない。

(1) 開催日　　令和６年１１月２１日(木)　
(2) 場所　　隠岐の島町役場２０１会議室
(3) 時間構成　　プレゼンテーションの持ち時間は２０ 分以内とし、その後審査委員　
からのヒアリングを２０ 分以内で行う予定である。
(4) 留意事項　　
1 [bookmark: _GoBack]プレゼン等への出席は４名以内(パソコン操作員含む)とする。ただし、協力会社がある場合は、代表会社及び協力会社の担当者を含め４名以内とする。
2 プレゼン等に出席する者は参加者を特定できる表示をしてはならない。
3 プレゼンテーションは、参加者が提出した技術提案書（拡大したもの又はプロジェクター等を使用した拡大映像の使用も可）のみを使用することとし、新たな内容の資料提示は認めない。
4 現地での参加を基本とするが、提案者の責めに帰すことができない事由により現地での参加ができないときは、Web会議システムによるリモート参加も可能とする。その際使用するシステムは参加者が用意するものとする。
5 プロジェクター及びスクリーンは用意するが、その他の機器は各自で用意すること。
6 出席方法による採点方法に違いはないものとする。
7 傍聴は審査委員会の認めた者のみ可とする。

１４. システムの導入
(1) 最優秀提案者を相手方とし、システム導入仕様及び提出されたイニシャルコストを参考に現場条件等を踏まえイニシャルコストを協議する。
(2) 協議成立後、最優秀提案者のシステム導入は意思決定するが、更新工事の全てを最優秀提案者と契約することを約束するものではない。
(3) 導入に係わる工事等は予算の都合により、複数年、複数契約となることがある。
(4) システム導入は、令和７年度予算が議会に承認された後に実施する。

１５. その他留意事項
(1) 次のいずれかに該当する場合は、プロポーザルには参加できない。
1 必要書類を提出期限までに提出しない場合
2 提出書類に虚偽の記載があった場合
3 本件に関して不正又は公正さを欠く行為等があった場合
(2) 提出書類の記載内容に関する責任は提案者が負うものとする。
(3) プロポーザルに要する費用は、提案者の負担とする。
(4) 提出された書類の返却は行わない。
(5) 本要領に定めのない事項については、協議のうえ決定する。
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